
高浜地域の緊急時対応（概要版）(案) ①原子力災害対策重点区域・広域避難先

 高浜地域における原子力災害対策重点区域（おおむね半径30kmの範囲）の人口は152,065人（令和7
年4月現在）。

 PAZ（PAZに準じた避難を行う地域を含む。）内の人口は高浜町（福井県）6,918人、舞鶴市（京都府）
433人。

 UPZ内の人口は福井県及び京都府の関係11市町144,714人。

１．高浜地域の原子力災害対策重点区域 ３．PAZ及びUPZの関係府県における広域避難先

（●数時間内を目途に地域を特定）

●PAZ内の住民の避難開始
●PAZ内の住民は安定ﾖｳ素剤を服用

例）炉心冷却機能喪失

ＵＰＺ（おおむね5～30㎞） （おおむね30㎞～）

ＥＡＬ（GE）

例）全交流電源喪失
が30分以上継続

ＰＡＺ（～おおむね5㎞）

●PAZ内の住民の避難準備を開始
（●PAZ内の施設敷地緊急事態要避難者の避難を開始）

（●PAZ内の施設敷地緊急事態要避難者の避難準備を開始）

ＥＡＬ（AL）

ＥＡＬ（SE）

●UPZ内の住民は屋内退避

OIL1

OIL2

避難

１週間程度内に一時移転

（●１日内を目途に地域を特定し、
地域生産物の摂取を制限する）

空間線量率500μSv/h超過

空間線量率20μSv/h超過

事
故
等
が
進
展

 PAZ、UPZ内の各市町住民の避難先は、府県内外で複数確保。
 府県を越える避難が必要な場合、避難元府県からの受入れ要請に基づき、避難計画で示された

兵庫県及び徳島県の避難先で受入れを行う。
 福井県は県内避難を基本とする。京都府は避難先の準備状況、避難先までの移動距離や時間、

道路状況の他、気象庁から提供される気象情報などを考慮して避難先を選定する。

 緊急事態の初期対応段階は放射性物質放出前から原子力施設の状況等に応じて、放射性物質放出
後は緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づいて防護措置を実施。

① EAL（Emergency Action Level ）による初期対応段階における防護措置
原子力施設の状況等に基づく緊急事態区分を導入し、その区分を判断する基準（EAL）を設定。
EALに基づき、避難等の防護措置を実施。

※施設敷地緊急事態要避難者は、EAL(SE)の段階から避難を開始する。
ただし、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、遮へい効果の高い建物等に屋内退避する。

② OIL（Operational Intervention Level）による放射性物質放出後における防護措置
国はEAL(SE)の段階で緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰを立ち上げ、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを開始。放射性物質放出後、防護
措置の実施基準（OIL）に基づきﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果から地域を特定し、PAZ外の住民の防護措置を実施。

関係
府県

ＰＡＺ内
（PAZに準じた避難を行う地

域を含む）

ＵＰＺ内
合 計

（おおむね５km)
（おおむね
５～３０km）

福井県 6,918 人 40,858 人 47,776 人

京都府 433 人 103,856 人 104,289 人

滋賀県 － － 0 人

合 計 7,351 人 144,714 人 152,065 人

２．原子力災害対策指針における緊急事態の防護措置の考え方

放射性物質放出後

●UPZ内の住民は屋内退避の準備を開始

①警戒事態【警戒体制の構築（参集、情報収集、拠点間の連絡など）】

②施設敷地緊急事態（原災法１０条）【防護措置の準備を開始】

③全面緊急事態（原災法１５条）【防護措置を実施】

ＵＰＺ
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PAZ市町の広域避難先

避難元 県外避難先施設

内浦地区
三田市

駒ヶ谷運動公園

青郷地区
宝塚市

宝塚市立末広体育館（他６施設）

高浜地区

宝塚市
宝塚市立東公民館（他６施設）

猪名川町

猪名川町スポーツセンター(他２施設)

敦賀市

避難元 県内避難先

高
浜
町

内浦地区
敦賀市

敦賀市立少年自然の家

青郷地区
敦賀市

敦賀市立看護大学（他３施設）

高浜地区
敦賀市

敦賀市立中央小学校（他５施設）

UPZ市町の広域避難先

福井県４市町
県内避難先

敦賀市他３市町

福井県４市町
県外避難先

兵庫県三田市他１５市町
さん   だ     し

避難元 府外避難先

松尾地区、

杉山地区、

PAZに準じた避難を

行う地域（４地区）

神戸市
田園スポーツ公園

他1施設

京都市

1

高浜原子力
防災センター

避難元 府内避難先

舞
鶴
市

松尾地区、

杉山地区、

PAZに準じた避難を行

う地域（４地区）

京都市東山区内施設

（ 京都市東山青少年活動   

センター  他９施設）

出典：国土地理院ホームページ（https://maps.gsi.go.jp/#9/35.795538/136.051941）
「白地図」国土地理院（https://maps.gsi.go.jp/#9/35.795538/136.051941）をもとに内閣府（原子力防災）作成

【UPZ市町】
福井県 高浜町、おおい町、小浜市、若狭町
京都府 舞鶴市 、綾部市、南丹市、京丹波町、福知山市、宮津市、伊根町
滋賀県 高島市

ＰＡＺ

ＵＰＺ

PAZ内人口

高浜町
内浦地区、青郷

地区、高浜地区
6,918人

兵庫県

PAZ内人口

舞鶴市

松尾地区、杉山地区、

PAZに準じた避難を行う

地域（４地区）

433人

京都府６市町
府内避難先

福知山市他４市町

（同一市町内への避難を含む）

京都府４市町
府内避難先

京都市他９市町

京都府７市町
府外避難先

兵庫県神戸市他１８市町

徳島県鳴門市他２町

つるがし

なる と      し

高浜発電所

ＰＡＺ

ＵＰＺ

※PAZ（予防的防護措置を準備する区域）：Precautionary Action Zone
※UPZ（緊急防護措置を準備する区域）：Urgent Protective Action Planning Zone
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高浜地域の緊急時対応（概要版） ②PAZにおける避難・屋内退避の考え方

区域 種別 対象者数
避難等の流れ

備考
警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態

PAZ※

※PAZに準じた
避難を行う地域
を含む。

（発電所か
らおおむね
5km圏内）

医療機関・
社会福祉施
設の入所者

高浜町
190人

舞鶴市
（対象施設なし）

合計
190人

 避難計画において避難元施設
ごとに避難先施設を設定。

 避難の実施により健康ﾘｽｸが
高まる者については、放射線防
護対策施設に入所している場
合は輸送の準備が整うまで屋
内退避を実施し、その他の施設
に入所している場合は近隣の
放射線防護対策施設へ移動。

在宅の避難
行動要支援
者

高浜町
693人

舞鶴市
27人

合計
720人

 避難行動要支援者は、指
定された福祉避難所へ避
難。

 避難の実施により健康ﾘｽ
ｸが高まる者は、近隣の
放射線防護対策施設へ
移動し、安全に避難が実
施できる準備が整うまで
屋内退避を実施。

学校・保育
所の児童等

高浜町
769人

舞鶴市
（対象施設なし）

合計
769人

 学校・保育所の児童等は、警
戒事態になった時点で授業・
保育を中止し、保護者へ引き
渡す。

 保護者へ引き渡しができない
児童等は、施設敷地緊急事
態になった時点で避難を行い、
避難先で保護者に引き渡す。

その他の施
設敷地緊急
事態要避難

者
※妊婦、授乳婦、乳

幼児、乳幼児とともに
避難する必要のある
者、安定ﾖｳ素剤を服
用できないと医師が

判断した者

高浜町
893人

舞鶴市
28人

合計
921人

 妊婦、授乳婦、乳幼児、乳幼
児とともに避難する必要のあ
る者、安定ﾖｳ素剤を服用でき
ないと医師が判断した者は、
施設敷地緊急事態で避難を
開始。

一般住民※1

高浜町
6,918人
舞鶴市
433人
合計

7,351人

 住民はあらかじめ定めら
れた避難所へ避難。

 自家用車を利用可能な者
は自家用車で避難。自家
用車が利用できない者は、
福井県嶺南地方及び舞
鶴市のﾊﾞｽ会社等が保有
する車両で避難。

放射線防護対策施設※1

（高浜町内8施設、舞鶴市内10施設）

施
設
敷
地
緊
急
事
態
（
原
災
法
10
条
）で
避
難
開
始

全
面
緊
急
事
態

（原
災
法
15
条
）で
避
難
開
始

＜高浜町から避難する者＞

対象者

高浜町：693人
舞鶴市：27人

※1 放射線防護対策施設には、避難行動要支援者のほか、その支援者等が入る予定。

施
設
敷
地
緊
急
事
態
要
避
難
者

の
避
難
準
備
を
開
始

一般住民
の避難準
備を開始

2

支援者の車両で避難

福祉避難所等※２

一時集合場所
（高浜町内6か所）
（舞鶴市内2か所）

バス25台により避難

自家用車で避難（6,812人）

対象者

高浜町：6,918人
舞鶴市：433人

徒歩等で移動（106人）
ﾊﾞｽ3台により避難

＜保護者へ引き渡しができなかった児童等＞

福祉車両23台でﾋﾟｽﾄﾝ輸送

支援者とともに徒歩、車両で避難（高浜町571人、舞鶴市25人）

バス29台（高浜町26台、舞鶴市3台）、
福祉車両5台（高浜町0台、舞鶴市5台）で避難

高浜町避難先
（県内避難先：敦賀市立看護大学他10施設
県外避難先：兵庫県立宝塚高等学校他17施設）

高浜町避難先

（県内避難先：敦賀市立

看護大学他10施設

県外避難先：兵庫県三田市

駒ヶ谷運動公園他17施設）

＜避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者：124人＞

一時集合場所
（高浜町内6か所）

（高浜町122人、舞鶴市2人）

＜避難可能な者：596人＞

＜舞鶴市から避難する者＞
自家用車で避難（390人）

徒歩等で移
動（43人）

ﾊﾞｽ6台に
より避難

舞鶴市避難先
（府内避難先：京都市東山青

少年活動ｾﾝﾀｰ他9施設
府外避難先：兵庫県神戸市田

園スポーツ公園他1施設）バス乗車場所
（舞鶴市内6か所）

対象施設

高浜町（9施設：769人）

さん  だ    し

こまがたに

放射線防護対策施設※1

（若狭高浜病院、若狭高浜病院附属介護

老人保健施設 等）

対象施設

高浜町（5施設：
190人）

※1 放射線防護対策施設には、避難行動要支援者のほか、その支援者等が入る予定。

避難先
（敦賀市内6施設）

施設内移動又は近隣の屋内退
避施設へ移動（職員が介護）

バス6台、福祉車両23台（職員同乗）により避難

＜避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者：86人＞

＜避難可能な者：104人＞

福祉車両1台で避難

※2 京都府では、「京都府災害時要配慮者避難支援ｾﾝﾀｰ」が舞鶴市と連携の上、避難先を調整・確保

※1 一般住民の対象者数は、PAZ内住民の人口。

対象者

高浜町：893人
舞鶴市：28人

一時集合場所
（高浜町内6か所）

バス乗車場所
（舞鶴市内6か所）

高浜町避難先
（県内避難先：敦賀市立看護大学他10施設

県外避難先：兵庫県三田市駒ヶ谷運動公園他17施設）

舞鶴市避難先
（府内避難先：京都市東山青少年活動ｾﾝﾀｰ他9施設

府外避難先：兵庫県神戸市田園スポーツ公園他1施設）

＜高浜町から避難する者＞

＜舞鶴市から避難する者＞

※在宅の避
難行動要支
援者のバス
により避難

バス20台
福祉車両１台により避難避

難
準
備
を

開
始

保護者
引き渡し

開始
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区域 種別 対象者数

屋内退避 ／一時移転（1週間程度内に実施）の流れ

備考
警戒
事態

施設敷地
緊急事態

全面緊急事態

ＯＩＬ２となった場合※1

UPZ
（発電所か
らおおむね
5～30km圏
内）

医療機関の
入所者

福井県
714人

京都府
863人

合計
1,577人

 施設ごとの避難計画は策定済み。

 福井県では、避難元施設ごとに
受入施設を事前設定。

 京都府では、「京都府災害時要
配慮者避難支援センター」が受
入施設を調整・確保。

社会福祉施
設の入所者

福井県
799人

京都府
2,737人

合計
3,536人

 福井県では、避難元施設ごとに
受入施設を事前設定。

 京都府では、「京都府災害時要
配慮者避難支援センター」が受
入施設を調整・確保。

在宅の避難
行動要支援
者

福井県
1,584人

京都府
6,459人

合計
8,043人

 一時移転が必要となった避難行動
要支援者は、関係市町が準備した
避難先に一時移転を行う。

 なお、介護ベット等が必要な在宅
の避難行動要支援者は、福井県
においては、関係機関と調整し福
祉避難所等を確保。京都府におい
ては、「京都府災害時要配慮者避
難支援センター」が福祉避難所等
を確保。

学校・保育所
等の児童等

福井県
6,380人

京都府
12,762人

合計
19,142人

 警戒事態になった時点で授業・
保育等を中止し、保護者への引
き渡しを開始。

 保護者へ引き渡しができない児
童等は、全面緊急事態になった
時点で屋内退避を行い、その後、
一時移転等の指示に基づき避難
先へ避難し、保護者に引き渡す。

一般住民※2

福井県
40,858人

京都府
103,856人

合計
144,714人

 事前に設定している避難先へ一
時移転を実施。

 自家用車や関係府県等が準備し
たバス等により移動。

避難先福祉施設
（229施設）

府県内避難先施設

（512施設）

自家用車、ﾊﾞｽ等により避難

全
面
緊
急
事
態
で
屋
内
退
避
を
開
始
。
そ
の
後
、
緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
に
基
づ
き
、
毎
時
２
０
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

を
超
え
る
地
域
が
特
定
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
地
域
の
住
民
の
一
時
移
転
を
実
施

屋内退避
（116施設：
3,536人）

屋内退避
（8,043人）

屋内退避
（144,714人）

屋
内
退
避
の
準
備
を
開
始

ﾊﾞｽ・福祉車両（支援者同乗）により避難

ﾊﾞｽ・福祉車両（職員同乗）により避難

ﾊﾞｽ（教職員同乗）により避難

一時移転
対象者

一時移転
対象者

一時移転
対象者

3

高浜地域の緊急時対応（概要版） ③UPZにおける屋内退避・一時移転の考え方

対象施設
（153施設）

保護者
引き渡し

開始

屋内退避
（21施設：
1,577人）

ﾊﾞｽ・福祉車両（職員同乗）により避難

避難先医療機関
 （45施設）

府県内避難先施設
（512施設）

一時移転
対象者

一時移転
対象者

＜引き渡しできなかった児童等＞

屋内退避
（153施設：
19,142人）

府県外避難先施設
（559施設）

福井県及び京都府が、それぞれの府県内の
バス会社等から必要となる輸送手段を調達。
不足する場合は、関西広域連合及び政府の
支援の下、隣接府県等から輸送手段を調達。

府県外避難先施設

（559施設）

府県内避難先施設
（512施設）

府県外避難先施設
（559施設）

福祉避難所

※介護ベッド等が必要な
在宅の避難行動要支援
者は、福祉避難所等を確
保。

一時移転
の指示

一時移転
の指示

一時移転
の指示

一時移転
の指示

一時移転
の指示

※１ UPZ内の全住民のうち、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果に基づき、毎時20ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄを超えると特定された地域の住民は、一時移転を実施。
一時移転に際しては、避難退域時検査を受けた上で、避難先へ移動。  

※2 一般住民の対象者数は、UPZ内住民の人口。
※3 屋内退避中は原則として屋内に留まることになるが、屋内退避中の生活の維持に最低限必要な一時的な外出はできる。

※3

※3

※3

※3

※3

たかはま



高浜地域の緊急時対応（概要版） ④半島部や中山間地域が孤立した場合の対応
１．福井県におけるＰＡＺの半島部における対応（内浦半島） ３．福井県におけるＵＰＺの半島部、中山間地域における対応

Ｈ

Ｈ

PAZ

成生漁村センター
屋内退避施設

（収容可能者数：60人）

田井原子力防災
センターグラウンド

舞鶴港等

船舶による避難

ヘリによる避難

内浦半島

大浦半島

大浦小学校グラウンド

大浦会館
放射線防護対策施設
（収容可能者数：60人）

屋内退避施設
（収容可能人数：150人）

田井漁村センター
屋内退避施設

（収容可能者数：100人）

大浦小学校
屋内退避施設

（収容可能者数：300人）

＜凡例＞

：放射線防護対策施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港・港湾施設

：放射線防護対策施設以外の屋内
 退避施設（収容可能者数）

4

田井原子力防災センター

放射線防護対策施設
（収容可能者数： 80人）

たい

 PAZに該当する内浦半島（福井県高浜町）については、自然災害により住民が孤立した場合、避難体制が整うまでは放射線防護
対策施設を含む屋内退避施設にて屋内退避を実施し、その後、船舶やヘリコプターにより海路及び空路による避難を実施。なお、
関西電力(株)においても、船舶やヘリコプターを確保し、海路及び空路による避難を支援する。

 また、道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道路交
通の確保に努める。

 UPZでは、全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。
 UPZの半島部において、自然災害の発生により住民が孤立した場合には、臨時ヘリポート（夜間対応可）や漁港を活用し、空路や

海路による避難を実施。また、空路や海路での避難体制が整うまで放射線防護対策施設を含む屋内退避施設にて屋内退避を実
施し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

 UPZの中山間地域においても、集落へのアクセス道が寸断され、住民が孤立化した場合には、臨時ヘリポート（夜間対応可）を活
用し、空路による避難を実施。

 また、道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道路交
通の確保に努める。

４．京都府におけるＵＰＺの半島部、中山間地域における対応

 UPZでは全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。

 UPZの半島及び沿岸部、中山間地域については、自然災害の発生により、道路が使用できず住民が孤立した場合に備え、臨時ヘ
リポートを整備。また、海路や空路での避難体制が整うまでは、放射線防護対策施設を含む屋内退避施設にて屋内退避を実施し、
避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

 また、道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道路交
通の確保に努める。

旧神野小学校

Ｈ

Ｈ

PAZ

旧音海小中学校
放射線防護対策施設

（収容可能者数：150人）
屋内退避施設

（収容可能者数：195人）

旧音海小中学校

Ｈ

若狭高浜漁協音海支所
屋内退避施設

（収容可能者数：55人）船舶による避難

ヘリによる避難

和田港等

内浦半島

大浦半島

旧神野小学校
屋内退避施設

（収容可能者数：293人）

旧日引小学校
屋内退避施設

（収容可能者数：338人）

日引漁港

＜凡例＞

：放射線防護対策施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港・港湾施設

：放射線防護対策施設以外の屋内
 退避施設（収容可能者数）

内浦公民館
放射線防護対策施設

（収容可能者数：120人）

Ｈ

内浦小中学校

舞鶴港等

日引漁港

上瀬漁港

音海漁港

内浦漁港

神野浦漁港

Ｈ

関西電力音海
作業所駐車場

小黒飯漁港

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定
※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要な支援を実施。実動組織への

要請後、発電所や気象の状況等を踏まえ、必要に応じ警戒事態の段階においても、原子力施設近傍のヘリポート適地等へのヘリコプターの推進を調整するなど柔軟に対応。

２．京都府におけるＰＡＺの半島部における対応（大浦半島）

 PAZに該当する大浦半島の一部（京都府舞鶴市）については、自然災害により住民が孤立した場合、避難体制が整うまでは放射
線防護対策施設を含む屋内退避施設にて屋内退避を実施し、その後、船舶やヘリコプターにより海路及び空路による避難を実施。
なお、関西電力(株)においても、船舶やヘリコプターを確保し、海路及び空路による避難を支援する。

 また、道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道路交
通の確保に努める。

和田港等

竜宮浜漁港

野原漁港

成生漁港

田井漁港

水ヶ浦漁港

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定
※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要な支援を実施。実動組織への

要請後、発電所や気象の状況等を踏まえ、必要に応じ警戒事態の段階においても、原子力施設近傍のヘリポート適地等へのヘリコプターの推進を調整するなど柔軟に対応。

Ｈ

堂本

槇谷

名田庄中学校
グラウンドＨ

常神漁港

小川漁港

遊子漁港
ゆうし

常神漁港
駐車場

つねがみ

＜凡例＞

：放射線防護対策施設（収容可能者数） Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港：放射線防護対策施設以外の屋内
退避施設（収容可能者数）

若狭三方漁業協同組合

屋内退避施設
（収容可能者数：約220人）

わかさ  みかた

若狭町みさき漁村体験施設
「みさきち」

放射線防護対策施設
（収容可能者数：約100人）

屋内退避施設
（収容可能者数：約400人）

わかさちょう

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定

なたしょう

おおい町

名田庄地区

名田庄小学校

屋内退避施設
収容可能者数（約1,410人）

なたしょう

あっとほーむいきいき館

屋内退避施設
（収容可能者数：約270人）

名田庄中学校

屋内退避施設
（収容可能者数：約770人）

なたしょう

八代・川原・小仲

Ｈ

奥上林公民館
（綾部市林業者等健康管理センター）

放射線防護対策施設
（収容可能者人数：140人）

：放射線防護対策施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港施設

：放射線防護対策施設以外の屋内退避
施設（収容可能者数）

＜凡例＞

＜半島部（例） 舞鶴市大浦半島＞ ＜中山間地域（例） 綾部市奥上林地区＞

奥上林研修センター
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定。
※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。

おくかんばやし

あやべし おくかんばやし

こ なかかわ ら

Ｈ

Ｈ

船舶による避難

ヘリによる避難

水ヶ浦漁港

田井漁港成生漁港

野原漁港

大浦会館
放射線防護対策施設
（収容可能者数：60人）

屋内退避施設
（収容可能者数：150人）

大浦小学校
屋内退避施設

（収容可能者数：300人）

大浦小学校
グラウンド

大丹生コミュニティ
センターグラウンド

舞鶴火力発電所桟橋

大丹生コミュニティセンター
屋内退避施設

（収容可能者数：270人）

おおにゅう

竜宮浜漁港
りゅうぐうはま

成生漁村センター
屋内退避施設

（収容可能者数：60人）

なりう

田井漁村センター

屋内退避施設
（収容可能者数：100人）

た い

田井原子力防災
センターグラウンド

田井原子力防災センター
放射線防護対策施設
（収容可能者数：80人）

Ｈ

おがわ

ちょう

なたしょう

虫鹿野

木谷

虫谷

どうもと

まきだに

里山文化交流センター

屋内退避施設
（収容可能者数：約1,054人）

むしがの

きだに

むしだに

まいづるし おおうら

なりう
たい

みずがうら

たい

たい

のはら

おおうら

おおうら

おおうら

おくかんばやし

おおにゅう

西大浦漁港
にしおおうら

やしろ

おおうら

おおうら

たい

なりう

たい

たい

みずがうら

なりう
わだ

まいづる

のはら

おおうら

りゅうぐうはま

こうのうちうら

うちうら

ひびき

まいづる

ひびき

ひびき

うわせ

おとみ

おぐろい

おとみ

おとみ

わだ

こうの

おとみ

たかはま

うちうら

おおうら

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。

まいづる

Ｈ
旧日引小学校

ひびき

おおうら

うちうら

うちうら

こうのうら

うちうら たかはまちょう

わかさたかはま おとみ

おおうら まいづるし

おおうら

うちうら

つねがみ

あやべし

＜半島部（例） 若狭町常神半島＞
つねがみわかさちょう

＜中山間地域（例） おおい町名田庄地区＞
な た   しょうちょう

さとやま



高浜地域の緊急時対応（概要版） ⑤大飯地域及び高浜地域がともに被災した場合における対応

大飯地域及び高浜地域における原子力災害対策重点区域は、PAZは重なりはなく、大飯地域のPAZは
福井県おおい町、小浜市、高浜地域のPAZは福井県高浜町、京都府舞鶴市。

両地域のUPZは、大部分が重なっており、福井県、京都府、滋賀県の8市6町にまたがる。

１．大飯地域及び高浜地域の原子力災害対策重点区域

5

関係
府県

大飯地域
のみの
UPZ

両地域
共通の
UPZ

高浜地域
のみの
ＵＰＺ

合 計

（おおむね５～３０km）

福井県 18,503 人 39,969 人 0 人 58,472 人

京都府 252 人 74,238 人 29,618 人 104,108 人

滋賀県 372 人 0 人 0 人 372 人

合 計 19,127 人 114,207 人 29,618 人 162,952 人

【UPZ市町】
福井県 おおい町、小浜市、高浜町、若狭町、美浜町
京都府 舞鶴市 、京都市、綾部市、南丹市、京丹波町、

 福知山市、宮津市、伊根町
滋賀県 高島市

２．事故対応の一元化

高浜発電所の単独の故障以外については、国の要員等の参集が地理的に容易である福井県大飯原子
力防災センターに一元化し、対応にあたる。

要員の集約先等の判断は、事故警戒本部本部長（原子力規制委員会委員長及び内閣府政策統括官（原
子力防災担当））が、原子力事業者等より報告された事象が原子力規制委員会において警戒事態に該当
すると判断された際に、大飯発電所及び高浜発電所の事態進展の状況を踏まえて判断する。

既に福井県高浜原子力防災センターに参集している要員は、この判断の後、速やかに集約先の福井県
大飯原子力防災センターへ移動を開始する。

３．PAZ及びUPZの関係府県における広域避難先

大飯地域及び高浜地域のPAZ、UPZ内の住民の県内避難先及び県外避難先は、重複なく確保済み。

PAZ市町の広域避難先

UPZ市町の広域避難先

高浜地域 府県内避難先 府県外避難先

高浜町 敦賀市※

三田市

宝塚市

猪名川町

舞鶴市 京都市 神戸市

大飯地域 県内避難先 県外避難先

おおい町 敦賀市※ 川西市

小浜市 越前市 姫路市

※高浜町及びおおい町のPAZに該当する
地域の県内避難先は共に敦賀市である
が、避難先施設を重複しないように確保。

府県内避難先 府県外避難先

福井県 ５市町 兵庫県 ２２市町

京都府 １５市町

（市内避難を含む）

兵庫県 １９市町

徳島県 ３市町

滋賀県 １市他

（市内避難を含む）

大阪府 ３市

＜要員の集約先（国要員等の派遣先）＞

たかはま

おおい たかはま

おおい おおい

ちょう おばまし たかはま

たかはま

たかはまちょう まいづるし

おおい たかはま

たかはま

たかはま

たかはま

おおい

おおい

おおい

おおい たかはま

おおい たかはま

おおい

たかはま

ちょう

おばまし

たかはまちょう

まいづるし

つるがし かわにしし

えちぜんし ひめじし

つるがし

きょうとし

さんだし

たからづかし

いながわちょう

こうべし



３．避難住民等に対する安定ヨウ素剤の備蓄と緊急配布

２．PAZ内住民の安定ヨウ素剤の事前配布

 福井県及び京都府では避難住民に対する安定ﾖｳ素剤の緊急配布に備え、備蓄を実施。また、併
せて、乳幼児向けのｾﾞﾘｰ状安定ﾖｳ素剤の備蓄を実施。

 緊急配布は関係府県及び関係市町職員が、備蓄先より一時集合場所等に設置する緊急配布場
所に搬送の上、対象住民に順次配布・調製を実施。

高浜地域の緊急時対応（概要版） ⑥住民の安全確保に向けた主な対策
１．高浜地域の緊急時モニタリング地点及び一時移転等の実施単位

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点75地点を設定し、そこで測定された実測値に基づき迅速に防護措置を講
ずる地域を特定できるよう、一時移転等の実施単位毎に関連付けを行っている。

４．避難退域時検査場所の候補地の設定

6

安定ヨウ素剤備蓄場所

府県及び市町職員により、
安定ヨウ素剤の搬送を実施

安定ヨウ素剤の緊急配布を実施

福井県：計３０か所（一時集合場所等）

京都府：計９３か所（一時集合場所等）

福井県： ５２か所

京都府： １２４か所

 福井県及び京都府では、PAZ内住民を対象に平成26年より説明会を実施。今後も説明会を
実施し、配布を行う。また、乳幼児向けのｾﾞﾘｰ状安定ﾖｳ素剤についても事前配布と備蓄を
実施。

 京都府ではPAZに加えて、PAZに準じた避難を行う地域（大山地区、田井地区、成生地区、
野原地区）についても、説明会を実施し、安定ﾖｳ素剤の事前配布を行っている。

おおやま なり うた い

PAZ

福井県京都府

田井地区
た  い

杉山地区

大山地区

野原地区

松尾地区

成生地区
なり う

内浦地区
うちうら

高浜地区

青郷地区
せいきょう

地 区
住民数
（人）

配布者数
（人）

福井県

高浜町

内浦

青郷

高浜
6,894 2,788

京都府

舞鶴市

松尾

杉山 43 38

（PAZに準じた避難
を行う地域）

大山/田井

成生/野原
391 337

 避難退域時検査は、府県内及び府県外への避難を想定し選定した候補地において実施。なお、
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ値の上昇等により、当該検査場所が使用できなくなることも想定し、複数の候補地をあ
らかじめ準備。

PAZ

UPZ

（凡例）
：安定ヨウ素剤備蓄場所

：安定ヨウ素剤緊急配布場所

若狭町上中庁舎

南条SＡ

わかさ  ちょう かみなか

道の駅
てんきてんき丹後

たんご

野田川わーくぱる

三段池公園

長田野公園体育館

綾部市中央公民館

綾部ＰＡ
（あやべ球場）
※綾部ＰＡを経由

おさ だ の

さんだんいけ

の だ がわ

ゼミナールハウス

【凡例】

福井県が準備する候補地

京都府が準備する候補地

舞鶴若狭自動車道

国道２７号

三方五湖PA
み かた ご こ

道の駅若狭熊川宿

加斗ＰＡ

小浜西ＩＣ

小浜市総合運動場

わか さ くま がわ しゅく

か と

美山長谷運動広場
みやま ながたに

道の駅名田庄
な た しょう

うみんぴあ大飯
おおい

若狭鯉川シーサイドパーク
わかさ こい かわ

県若狭合同庁舎
わかさ

美浜町役場

敦賀市総合運動公園

きのこの森

綾部工業団地・
交流プラザ

丹波自然運動公園

小浜IC

綾部IC

福知山IC

大飯高浜IC
舞鶴東IC

小浜西IC

舞鶴西IC

なんじょう

あやべ

あやべし

あやべ

たんば

おばまにし

おばまし

つるがし

みはまちょう

のはら

おおやま

すぎやま

まつお

たかはま

うちうら

せいきょう

たかはま

た  い

なり う のはら

おおやま

すぎやま

まつお

のはら

UPZ

PAZ

たかはま

たかはま



１．緊急時対応体制 ３．実動組織の広域支援体制

２．住民への情報伝達体制
 防護措置（避難、屋内退避、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）が必要になった場合は、国の原子力災害対策

本部から、関係府県及び関係市町に、その内容をTV会議等を活用し迅速に情報提供。

 関係府県及び関係市町は、防災行政無線、音声告知放送、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、広報車、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を活用し、
住民へ情報を伝達。また、幅広い世代や外国人等に配慮し、やさしい日本語等により情報を伝達。

 放射線防護対策施設、一時集合場所、避難退域時検査会場等において、原子力防災ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑを活用し、幅広い世
代や外国人等にわかりやすく情報を伝達。

全国の陸・海・空の自衛隊による支援

自衛隊による
災害派遣・原子力災害派遣

全国の都道府県警察による支援

警察による警察災害派遣隊

全国の市町村消防が所属する都道府県
単位による支援

消防による緊急消防援助隊

全国の管区海上保安本部による支援

海上保安庁による
巡視船艇・航空機の派遣

 地域ﾚﾍﾞﾙで対応が困難な場合は、関係府県、関係市町からの要請を踏まえ、政府をあげて、全国
規模の実動組織による支援を実施。

 ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰにおいて集約した関係自治体からの様々な要請に対し、原子力災害対策本部（官
邸・ERC（原子力規制庁緊急時対応ｾﾝﾀｰ））の調整により、必要に応じ全国の実動組織（警察、消
防、海上保安庁、自衛隊）による支援を実施。
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高浜地域の緊急時対応（概要版） ⑦緊急時における対応体制

＜関係府県及び市町が整備する住民への主な情報伝達手段の例＞

４．自然災害などの複合災害で想定される実動組織の活動例

 巡視船艇による住民避難の支援
 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
 船舶等への避難指示の伝達
 海上における警戒活動

海上保安庁

 避難行動要支援者の搬送の支援
 傷病者の搬送
 避難指示の伝達

消防組織

 現地派遣要員の輸送車両の先導
 避難住民の誘導・交通規制
 避難指示の伝達
 避難指示区域への立ち入り制限等

警察組織

 福井県・京都府・滋賀県と関係市町との調整を踏まえ、必要に応じ広域応援を実施。

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
 被害状況の把握
 避難の援助
 人員及び物資の緊急輸送
 緊急時の避難退域時検査及び簡易除染
 人命救助のための通行不能道路の啓開作業

防衛省・自衛隊

原子力事業者

住民

関係市町

防護措置の指示
住民広報
避難誘導 等

関係府県
現地本部

緊急時モニタリングセンター

関係市町
連絡員

・異常事態の通報義務
・要員派遣

原子力災害現地対策本部
本部長：内閣府副大臣
関係省庁要員が緊急時に参集

原子力災害対策本部
本部長：内閣総理大臣

副本部長：内閣官房長官、原子力防災担当大臣、
原子力規制委員会委員長 他

関係府県

原子力災害対策
本部等

被災者の
救援等の支援

要請

・住民広報や避難計画に基
づき避難・屋内退避等を実施

○実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）
○指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 等）

福井県高浜原子力防災センター（高浜町）

合同対策協議会

合同対策協議会により、必要な情報共有と応急対策を実施

TV会議等を活用し迅
速に情報伝達

情報伝達

原子力災害対策本部
（首相官邸）

住 民

関係府県、関係市町

UPZ

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（福井県高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ）

政府の調整結果に
基づく現地派遣指示 現地における

各種要請の集約

原子力災害対策本部
（首相官邸）

防災行政無線（屋外拡声子局） 音声告知放送（戸別受信機）

ホームページ等

全国の実動組織による支援

緊急速報メールサービス

やさしい日本語を活用した
緊急速報メール（イメージ）

20○○/○○/○○ 午前

○○:○○

たかはま はつでんしょの

 じょうきょうが わるく なりました。

 じたく または ちかくの たてもの

の なかに はいって

 ドアやまどを しめてください。

 にげる じゅんびも してください。

滋賀県防災【公式】

たかはま

たかはま

たかはま たかはまちょう

緊急事態応急対策活動



３．複合災害時の避難に係る基本的な考え方

４．複合災害時における対応体制

高浜地域の緊急時対応（概要版） ⑧複合災害時等における防護措置
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１．自然災害等（地震、津波等※1）により屋内退避が困難となる場合の防護措置

２．暴風雪や大雪時などにおける防護措置

 暴風雪や大雪時など、気象庁から特別警報等が発表され、外出をすることで命に危険が及ぶような場合には、天候が回復するなど、安全が確
保されるまでは、屋内退避を優先。

 その後、天候が回復するなど、安全が確保できた場合には、避難・一時移転等を実施。

 地震による家屋の倒壊等をはじめとする様々な理由により家屋における滞在が困難な場合には、安全確保のため市町にて開設する近隣の指
定避難所等に避難を実施。

 その後、全面緊急事態となり、屋内退避指示がでている中で余震が発生し、家屋や既に避難している近隣の指定避難所等への被害が更に激し
くなる等、屋内退避の継続が困難な場合には、人命の安全確保の観点から地震に対する避難行動を最優先することが重要。このことから、市町
にて開設するUPZの別の指定避難所等や、あらかじめ定められているUPZ外の避難先の準備が整い次第、関係自治体の指示に従い避難を行う
※２。

 なお、屋内退避指示中に避難を実施する際には、国及び関係府県等は、住民等の避難を安全かつ円滑に実施するため、避難経路や避難手段、
国が提供する原子力発電所の状況や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果、気象情報、避難所の開設タイミング等について、確認・調整等を行う。

 自然災害と原子力災害の複合災害が発生した場合は、自然災害に対応する「緊急災害対策本部」等と原子力災害に対応する「原子力災害対策本部」の両本部が一
元的に情報収集、意思決定、指示・調整を行う連携体制を整え、複合災害発生時の体制を強化。

 原子力災害時の避難経路の確保において、フィルタベントにより放射性物質の放出が予定されていて国が注意喚起を行うなど放射性物質の放出のおそれなどにより、
道路管理者や民間事業者による道路啓開等が困難となった場合は、実動組織（警察組織・消防組織・自衛隊）に対して、各機関の役割や特長を踏まえ調整の上、人
命救助のための通行不能道路の啓開作業、避難に係る支援（交通規制等）を必要に応じて要請する。

 複合災害により避難経路が不通となった場合に備え、あらかじめ複数の避難経路を設定するなどの対策をとることとしている。
 仮に、複合災害により陸路が制限される場合には、避難経路確保に着手しつつ、海路避難や空路避難、屋内退避を継続するなど、状況に応じた多

様な対応を行うことで、住民の安全確保に全力を尽くす。
 さらに、不測の事態が生じた場合には、国や関係自治体からの要請により、実動組織が住民避難の支援を実施する。

①物資の調達
・避難所で支給される物

資の受取り
・小売店での物資の購入

住民が自らの生活を維持するための外出の例

③家屋の維持
・家屋の屋根等の雪下ろし
・家屋周辺の除雪作業
・台風襲来時の家屋補強

②緊急の医療を受ける

・透析治療や重篤な病気のため
の医療機関の外来受診
・処方された医薬品の受取り

④動物の世話
・外飼いのペットや

家畜等の給餌

【屋内退避中の生活を支える民間事業者等の活動】

・ 緊急事態応急対策に従事する者※２は、必要に応じ、屋外での活動が可能。当該従事者の所属組織は、防護装備の携行・装着、被ばく線量管理及び健康管理を
    実施。
・ 医療活動や社会福祉施設等入所者に対する介護、在宅の避難行動要支援者に対する支援等は継続。
・ 屋内退避指示中も屋内での活動は制限されず、また、屋内退避中の住民の生活を支える上で有益な活動実施のために必要な一時的な外出（従業員の出退勤、

  必要な商品の搬入等）は可能。
・ 屋内退避が長期化した場合等必要と認める場合は、状況に応じ、食料品、医薬品等の生活物資の小売業者に営業を呼びかけ。

【住民が自らの生活を維持するための外出】
 住民等は、屋内退避の指示が出ている間も、生活の維持に最低限必要な一時的な外出をすることは可能。
 放射性物質の放出の可能性が高まり、国が外出を控える旨の注意喚起を行った際には、速やかに屋内退避できるようにすることが重要。
 外出時に防護装備等の特別な対策※１は不要。万一の急な放射性物質の放出による体表面汚染を予防したい場合は、マスクの着用やできる限り肌を露出しない服

装にすることが考えられる。

５．屋内退避中の一時的な外出等

※１ 直読式個人線量計、防護マスク、防護衣等
※２ 物資輸送や道路啓開、ライフラインの復旧等に従事する国、地方公共団体、ライフライン事業者、輸送事業者等の職員等

たかはま
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